
1 

 

上尾市産業基盤づくり周辺地域の乱開発抑止基本方針 

 

平成 31年 3月 1日 施行                      

 

１ 背景・目的 

 埼玉県が市町村の産業基盤づくりを重点的に支援する「産業誘導地区」に選定された  

上尾道路沿道中新井・堤崎地区周辺をはじめとする国道 17号バイパス（以下、「上尾道路」

という。）沿道には、市民の貴重な財産である豊かな自然環境、田園風景が広がっており、

武蔵野の原風景ともいえる地域を形成している。 

 このような中、上尾道路が平成 28年 4月に圏央道桶川北本インターチェンジに直結した

ことや、高速埼玉中央道路を延伸する高架式自動車専用道路である新大宮上尾道路が与野

出入口から（仮称）上尾南出入口までの約 8km の区間で事業化されたことで、今後、沿道

の産業立地ニーズがさらに高まることが予想されている。その一方、資材置場や残土置場

の乱立など、いわゆる乱開発という美しくない土地利用の出現も懸念される現状にあるこ

とから、これを未然に防止するため、当市が取り組むべき総合的な乱開発抑止対策の方針

をここに策定する。 

 

２ 対象地域・対象行為 

 当基本方針は、上尾市内にあって、上尾道路沿道に位置する地区の中から重点的に   

乱開発を抑止する地域（以下、「重点抑止エリア」という。）に適用する。 

 なお、地区の範囲及び対象行為は別表のとおりとする。 

 

３ 現状と課題 

 対象地域は、田園風景が広がる豊かな自然環境に恵まれた地域であるが、上尾道路が  

整備されたことに伴い開発圧力が高まっており、地域の景観に配慮した秩序ある開発を 

行うことが課題となっている。なお、重点抑止エリアの状況は下表のとおりである。 

対象地域名 状況 区分 

畔吉・領家周辺地区 
農振農用地区域に位置し、既存の集落に隣接して畑が

広がる 

Ｂ地域 

堤崎西部地区 農振農用地区域外で既存集落や畑が混在する Ｃ地域 

 

４ 抑止の目標 

 対象地域である重点抑止エリアについては、以下のとおり抑止等の目標を定める。 

 畔吉・領家周辺地区（Ｂ地域）は、資材置場等、産業廃棄物等置場・処理施設、駐車場

の立地を抑制する。堤崎西部地区（Ｃ地域）は、関係法令等の厳格な運用や監視活動の強

化などにより、乱開発を抑制する。 
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５ 乱開発抑止策の実施方法 

（１）関係法令の運用方針 

 ①農業振興地域の整備に関する法律（農政課） 

  農用地区域内の土地において、農用地区域から除外する相談や申出があった場合には、 

 農業振興地域の整備に関する法律を厳格に運用し、農用地区域外の土地へ誘導する。 

 ②農地法（農業委員会事務局） 

  農用地区域外の農地において、対象施設を新設するとして、農地転用の相談があった  

 場合には、第３種農地や農地以外の土地へ誘導する。（対象施設の設置を目的として既に  

 農振除外された農地を除く。）また、既に違反状態となっている場合は、重点的に是正 

 指導を行う。 

 ③景観法・埼玉県景観条例・埼玉県景観計画（都市計画課） 

  一定規模を超える建築物、工作物については、外観の色彩やデザインが景観形成基準 

 に合致するよう指導する。 

 ④埼玉県屋外広告物条例（都市計画課） 

  屋外広告物の禁止地域では、設置されないよう監視を強化するとともに、重点抑止 

 エリア内では、違反広告物に対する是正指導を重点的に行う。 

 ⑤都市計画法（都市計画課） 

  開発許可の相談あるいは申請があった場合には、都市計画法を厳格に運用する。（立地  

 については、配慮を求める。農地の場合は、農業委員会や農林振興センターと連携する。） 

 また、資材置場等において、建築物が設置されないよう、パトロールの強化を図ると 

 ともに、既に違反状態となっている場合は、重点的に是正指導を行う。 

⑥宅地造成及び特定盛土等規制法（都市計画課） 

 盛土行為に対する規制を行うとともに、既に違反状態となっている場合は、重点的に

是正指導を行う。 

 ⑦廃棄物の処理及び清掃に関する法律（生活環境課） 

  不法投棄等の監視を強化するとともに、既に違反状態となっている場合は、重点的に 

 是正指導を行う。 

  

（２）啓発活動の実施（窓口担当課） 

 ①市のホームページなどで重点抑止エリア内等での乱開発抑止を周知する。（都市計画課） 

   対象：一般市民、土地所有者、事業者 

 ②リーフレットを関係各課窓口等に設置して乱開発抑止を周知する。（関係各課） 

   対象：一般市民、土地所有者、事業者 
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（３）監視活動の実施 

  監視活動は、県及び庁内関係部署が連携・協力して、次の活動を適宜実施していく。 

項目 実施内容 実施時期 所管 

①重点抑止エリア 

 一斉パトロール 

 の実施 

関係他市町及び県関係機関と

連携して、重点抑止エリアの 

一 斉 パ ト ロ ー ル を 行 い   

マスコミを通じて、乱開発抑止

に向けた活動を広くＰＲする。 

11月頃 
生活環境課 

農政課 

都市計画課 

農業委員会事務局 
②関係法令に基づく 

パトロールの実施 

農地法等の関係法令に基づき、

重点抑止エリア等以外の地域

においても 巡回パトロール

を実施する。 

適時 

 

６ 図面 

別紙 上尾市乱開発重点抑止エリア 

 

重点抑止エリア 
対象行為 

区分 地域名 

Ｂ地域 畔吉・領家周辺地区 
駐車場、資材置場等、産業廃棄物等置場・処理施設、

関係法令等の違反施設・行為 

Ｃ地域 堤崎西部地区 関係法令等の違反施設・行為 
 

 注１）重点抑止エリア内において、対象行為以外の施設等を立地する場合は、関係法令に基づいてその 

    可否が判断されます（対象行為以外のものは、どのような施設等でも立地可能と言うことでは 

    ありません。） 

 注２）また、重点抑止エリア外において、上記の対象行為の施設等を立地する場合は、関係法令に 

    基づいてその可否が判断されます。（重点抑止エリア外であれば、どこの地域でもここに掲げた 

    施設等が立地可能と言うことではありません。） 
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堤崎西部地区［縮尺：1/4000］ 

産業誘導地区 

（上尾道路沿道中新井・堤崎地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例 

重点抑止エリア 
Ｂ地域  

Ｃ地域  

市道 10241 号線 

畔吉・領家周辺地区［縮尺：FREE］ 

別紙 上尾市乱開発重点抑止エリア 
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附 則 

この方針は、平成 31年 3月 1日から施行する。 

この方針は、令和 4年 4月 1日から施行する。 

この方針は、令和 7年 11月 1日から施行する。 


